
 

 

第８期障がい当事者部会の意見集について 

 

 

１ 第８期障がい当事者部会の取組み 

  第８期障がい当事者部会では、他部会の協議事項の意見を聞く場として、本部会

員に対する各部会からの質問を議題として取り扱う各委員から意見の聴取を行っ

た。質問が出された部会は以下のとおり。 

  ①権利擁護部会  

  ②障がい児部会  

  ③就労支援部会  

  ④相談支援部会  

 

２ 第８期の成果 

  これまで議題とした各部会の質問及び本部会員の意見を、整理してまとめること

で、本部会の第 8期障がい当事者部会活動計画として掲げた３つの事務【知る・考

える・伝える】のうち、社会へ当事者の声を「伝える」ツールの一つとする。 

  ※資料 4-2「【第８期】（令和３～４年度）板橋区地域自立支援協議会障がい当事

者部会 意見集」参照 

 

３ 今後盛り込んでいく要素（案） 

 ○ルビを振る 

 ○音声コードを入れる 

 ○各部会の部会員や質問者からの感想を入れる 

 

４ 今後の展開（案） 

○第９期以降についても、期初に各部会から質問を募り、本部会において議題とし

て取り扱う。 

○議題とした質問・意見は、「資料 4-2 意見集」に継ぎ足していく。 

○質問や意見の量、意見集としてのまとめ方などが整理されたら、ホームページな

どで発信し、障がい理解の促進を図る。 
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令和４年度 第１回 障がい当事者部会 


